
平成 25 年度 医療経済研究機構 研究倫理審査委員会議事要旨 
 
1. ⽇ 時   平成 25 年 9 ⽉ 13 ⽇（⾦）10：00〜11：00 
 
2. 場 所   医療経済研究機構 ２階会議室 
 
3. 出席委員  辻委員⻑、⼩林副委員⻑、空閑委員、島崎委員、⽟川委員、⼭本委員、吉⽥委員 
                                               
4. 審議案件 
   審議に先⽴ち、新委員の紹介を⾏った。 
   以下の 4 件の事案につき、それぞれ申請者からの説明とそれに対する質疑を⾏った上で、申請者 

に退席を求め、研究実施の妥当性について審議を⾏った。 
 

（1） 申請事案 1 
申 請 者：医療経済研究機構 研究員 ⾼久玲⾳ 
課 題 名：乳幼児医療費助成制度が⼦どもの健康に与える影響に関する研究 
審議結果：承認 

・ 申請書の研究期間が本委員会開催以前を含んでいるが、当該期間の実施内容について 
 は、本委員会への付議を要しないものである。 

 
（2） 申請事案 2 

申 請 者：医療経済研究機構 主任研究員 中⻄三春 
課 題 名：認知症緩和ケアに対する施設職員の認識調査と教育プログラム開発 
審議結果：承認 

・ 問題なし 
 

（3） 申請事案 3 
申 請 者：医療経済研究機構 主任研究員 中⻄三春 
議 題 名：摂⾷・嚥下機能障害を有する⾼齢者をとりまく諸外国の状況に関する調査研究  
審議結果：承認 

・ 申請書の研究期間が本委員会開催以前を含んでいるが、当該期間の実施内容について 
 は、本委員会への付議を要しないものである。 
 

（4） 申請事案 4 
申 請 者：医療経済研究機構 研究員 ⼭岡 淳 
議 題 名：救急搬送需要に関する調査研究 
審議結果：承認 
     ・ 申請書の研究期間が本委員会開催以前を含んでいるが、当該期間の実施内容について 
      は、本委員会への付議を要しないものである。 

・ 分析⽅法について未定となっている部分もあるが、研究計画に⼤幅な変更をもたらす
ものでないのであれば、実施して差し⽀えない。 

 



 その他 ： 委員から以下の申請書の記載⽅法等に関して検討を求める意⾒が述べられた。 
1. 研究データの保存期間 

・ 各申請書に記載されたデータ保存期間がいずれも 5 年間とされているが、機関として取り決 
めなどがあるのか。 

・ 他機関では調査開始から 5 年間とし必要があれば延⻑しているという例がある。 
・ 現在、疫学研究に関する倫理指針の⾒直し作業が⾏われている。その改訂を踏まえ、 

必要があれば⾒直しを⾏う。 
 

2. 申請書のフォーマットを改善 
・ 研究のデザインと倫理審査を受ける部分の切り分けが必要である。 
・ 申請書に、本倫理審査にかける内容については、本倫理審査終了後に⾏うなどの付記が 

必要である。 
 
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成 25 年度 研究倫理審査結果 
            

                      医療経済研究機構研究倫理審査委員会 

 

   

承 認 番 号 通 知 年 月 日 研 究 者 名 課 題 名 備 考

25-001-承 1 Ｈ25.9.13 高 久 玲 音 乳幼児医療費助成制度が子どもの健康に

与える影響に関する研究 

 

 

25-002-承 1 Ｈ25.9.13 中 西 三 春 認知症緩和ケアに対する施設職員の認識

調査と教育プログラム開発 

 

 

25-003-承 1 Ｈ25.9.13 中 西 三 春 摂食・嚥下機能障害を有する高齢者をとり

まく諸外国の状況に関する調査研究 

 

 

25-004-承 1 Ｈ25.9.13 山 岡  淳 救急搬送需要に関する調査研究 

 

 

 

 


